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土
砂
災
害
か
ら
住
民
を
保
護
す
る
た

め
、
災
害
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
地

域
を
明
ら
か
に
し
、
避
難
体
制
の
整
備

を
行
う
こ
と
な
ど
を
目
的
に
「
土
砂
災

害
防
止
法
」
が
、
平
成
１３
年
に
施
行
さ

れ
ま
し
た
。

県
で
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
現
地

調
査
を
行
い
ま
す
。
調
査
の
際
、
私
有

地
へ
立
ち
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
か
た
に
は
、
事
前
に
個
別

に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

今
回
現
地
調
査
を
行
っ
た
地
域
の
皆

さ
ん
に
は
、
調
査
結
果
が
ま
と
ま
り
次

第
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

調
査
期
間

６
月
中
旬
〜
８
月
下
旬

調
査
員

県
か
ら
委
託
を
受
け
た
調
査
会
社
の

社
員
が
行
い
ま
す
。

※
調
査
中
の
調
査
員
は
「
秋
田
県
」
の

腕
章
を
し
、
調
査
員
の
身
分
証
明
書

を
携
帯
し
ま
す
。

作
業
内
容

地
形
の
測
量
、
地
質
の
調
査

対
象
地
域

幸
町
、
中
神
明
町
、
泉
町
、
旭
ケ
丘
、

曙
町
、
田
代
町
２
・
３
区
、
池
内
、

西
大
館
町
、
長
根
山

※
各
町
内
と
も
、
町
内
の
す
べ
て
を
調

査
す
る
の
で
は
な
く
、
対
象
と
な
る

地
域
の
み
調
査
し
ま
す
。

※
県
砂
防
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
土

砂
災
害
防
止
法
を
説
明
し
て
い
ま

す
。
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